
4月の新潟での小旅行で、夕方に美味しい夕食を求めて食堂に向かいました。しかし、そ
こには外国からの観光客が多く、お店に入ることができませんでした。その瞬間、日本の魅
力が世界中に広がっていることを実感しました。外国人の観光客が日本の文化や食事を楽
しむ姿を見て、インバウンドの影響力の大きさに驚きました。（秋山） 
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１．複数の事業所で勤務するときの社会保険（健康保険・厚生年金）について 

副業先など同時に複数の事業所で勤務する場合、いずれの会社でも社会保険の加入要件を満たした際は、それぞれの会

社で社会保険の資格を取得することになります。これを「二以上事業所勤務」と言い、健康保険・厚生年金の特別な手続きが

必要になります。 

① 加入要件の確認・・・それぞれの事業所ごとに社会保険の加入要件を満たしているかで判断します。例えば、Ａ社およびＢ

社で法人の代表者をしている方や、Ａ社で法人の代表者かつＢ社で正社員として勤務する方について、対象になる場合があ

り、役員報酬支給有無、正社員としての勤務時間などで判断されます。 

つまりＡ社、Ｂ社それぞれで社会保険の加入要件を満たすとＡ社、Ｂ社 両方で社会保険に加入することとなります。 

② 手続き・・・同時に２カ所以上の事業所で社会保険の加入要件を満たした場合、いずれか１つの事業所を主たる事業所と

して選択し、管轄する年金事務所または保険者等を決定する必要があり、被保険者本人から「健康保険・厚生年金保険 被

保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構に提出する必要があります。 

健康保険組合に加入する事業所を選択する場合は、健康保険組合への届出も必要です。 

③ 健康保険証・・・被保険者本人が選択した事業所を管掌する保険者から健康保険証が発行されます。 

④ 保険料・・・それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額が決定され

ます。 この標準報酬月額に厚生年金保険料率、選択した事業所の健康保険料率をかけた保険料額

を、それぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分して決定されます。 

日本年金機構リンク https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html 

２．「３年３割問題」離職の原因と効果的な防止策を考える 

新年度が始まり約１か月、新社会人はまだまだ緊張の日々を過ごしているかもしれません。「３年３割問題」という言葉があり、

これは、４月入社の新入社員がその後３年以内に離職する割合で、厚生労働省の発表によると、2019 年に３年以内に離職し

た人は大卒で 32％と、まさに３割以内に３割が退職しているという調査結果があります。新入社員は「配属ガチャ」「上司ガチ

ャ」と表現される配属先や上司を自分で選べないことが原因でやめていく人が多くいるようです。しかし、ここ 30 年で離職率に

大きな変化はありません。「最近の若者は、昔に比べてやめやすくなった」とよく言われますが、データでみると、30 年前から

大して変わっていないのです。つまり、離職率の背景には、長年解消されてない、根深い問題があるのです。 

会社を辞めていく方の退職理由は「先輩が何も教えてくれない、もっと教育体制が整っていれば自分が成長できる」「残業も

多く、仕事にやりがいを感じられない」「やれると思っていた仕事をやらせてもらえない」などが多く挙げられています。 

一方、企業側は費用をかけて採用活動をします。社員 1名が入社後 3ヶ月で離職した場合の採用コスト（採用経費、在籍費

用、教育研修費）損失について「187.5 万円」という概算が示されています。試算額でみてみるとかなり高い印象を受けられる

のではないでしょうか（エン転職サイト情報より）。早期離職は会社にとって大きな損失で、 

離職防止はあらゆる企業に共通する課題です。企業側の離職防止対策としては、待遇面 

の改善、コミュニケーションを取りやすい職場環境をつくる、人事評価制度を整える、企業 

のビジョンや目標を共有するなどがあげられるでしょう。すぐ出来ることとしては、求人の 

際、入社後のミスマッチが生じないよう、仕事の実態の乖離がないよう正しい求人情報を 

記載することが大切です。企業側の問題点を明確にし、課題解決が見込める適切な対策 

を考えてみましょう。 

● 編集後記 ●   
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